
○草津市障害者緊急通報システム事業運営要綱 

平成２７年２月６日 

告示第２３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、在宅ひとり暮らしの重度身体障害者（一日のうち相当の時間を

ひとりで生活することとなる重度身体障害者を含む。以下「重度身体障害者等」と

いう。）が緊急通報システムを利用することにより、急病等の緊急時に速やかな救

急活動等が行われる体制を整え、当該重度身体障害者等の日常生活の不安の解消お

よび安全の確保を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「緊急通報システム」とは、緊急通報システム受信センタ

ー（以下「受信センター」という。）を設置し、緊急の対応が必要と認められる重

度身体障害者等に対する速やかな救急活動や通報等を行うほか、健康相談等適切な

対応を行う制度をいう。 

（実施主体） 

第３条 市長は、緊急通報システム利用の決定に関する事務を除き、この事業の一部

を事業者に委託して行うことができるものとする。 

（対象者） 

第４条 緊急通報システムを利用することができる者は、市内に住所を有し、草津市

障害者等日常生活用具給付事業実施要綱（平成１８年草津市告示第２１４号）で貸

与された緊急通報装置（以下「緊急通報装置」という。）を自宅に設置する者で、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 重度身体障害者等で、緊急事態の際に迅速な行動が困難な者 

(2) その他市長が特に必要と認めた者 

（利用申請） 

第５条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用登録申請

書（別記様式第１号）に緊急通報システム利用に係る承諾書（別記様式第２号）お

よび緊急通報システム協力員承諾書（別記様式第３号）を添付して、市長に提出す

るものとする。 



（許可決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに必要な調査を実施の

うえ、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用許可（棄却）決定通知書（別記

様式第４号）により通知するものとする。 

（協力員の設置） 

第７条 緊急通報システムの効果的な運用を図るため、緊急通報システム協力員（以

下「協力員」という。）を置く。 

２ 協力員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 受信センターその他の機関からの連絡を受理したときは、速やかに利用者宅を

訪問し、その状況確認を行い、その結果を関係機関等へ連絡すること。 

(2) その他緊急通報システム事業が円滑に行われるための協力に関すること。 

（緊急活動等） 

第８条 受信センターは、利用者から緊急通報を受けた場合において、利用者、協力

員等の情報により緊急性が認められたときは、速やかに湖南広域消防局に通報を行

うものとする。 

２ 受信センターは、利用者から健康相談を受けたときは、的確に対応するものと

し、定期的に安否確認を行う等利用者の不安の軽減に努めるものとする。 

（異動等の届出） 

第９条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用異

動（変更）届出書（別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

(1) 第４条に規定する対象者でなくなったとき。 

(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。 

(3) 緊急通報システム利用登録申請書の内容に変更が生じたとき。 

（利用の取消し） 

第１０条 市長は、前条第１号または第２号の届出書の提出があったときまたは不適

切な利用があったと認めるときは、利用の承諾を取り消し、緊急通報システム利用

承諾取消通知書（別記様式第６号）により利用者に通知するものとする。 

（台帳の作成） 

第１１条 市長は、緊急通報システム事業の利用者台帳（別記様式第７号）を作成し



なければならない。 

（その他の事項） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年２月６日から施行する。 

（草津市障害者緊急通報装置給付事業運営要綱の廃止） 

２ 草津市障害者緊急通報装置給付事業運営要綱（平成１２年草津市告示第１２６

号）は、廃止する。 



 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

様式第７号（第１１条関係） 

 


